
��������������� � � � � ���������������

（火曜日）
第���������号

平成��年
�月��日
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○
道
路
の
区
域
の
変
更 

（
五
〇
・
道
路
課
） 
一

○　
　
　
　

〃　
　
　
 

（
五
一
・　

〃　

） 
一

○
道
路
の
供
用
開
始 

（
五
二
・　

〃　

） 
二

○
道
路
の
区
域
の
変
更 

（
五
三
・　

〃　

） 
二

○
公
有
水
面
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
竣
工
認
可 

（
五
四
・
港
湾
課
） 
二

○　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
 

（
五
五
・　

〃　

） 
三

��
�
�

�

○
県
営
石
田
上
地
区
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
決
定 

（
農
地
整
備
課
） 
四

○
県
営
可
部
良
地
区
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
決
定 

（　
　

〃　
　

） 
五

○
県
営
長
尾
第
１
地
区
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
決
定 

（　
　

〃　
　

） 
五

○
県
営
大
谷
地
区
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
決
定 

（　
　

〃　
　

） 
五

○
換
地
処
分 

（　
　

〃　
　

） 
六

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

佐
賀
脊
振
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

�
�
�
�
�
�

佐
賀
市
久
保
泉
町
大
字
上
和
泉
字
泉

十
七
号
一
三
五
七
番
七
地
先
か
ら

佐
賀
市
久
保
泉
町
大
字
川
久
保
字
道

手
七
九
七
番
二
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

�
�
�

六
七
・
七

 
〜　

六
・
四

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

�
�
�

五
八
二
・
五

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

月
二
十
三
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦

覧
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

月
二
十
三
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦

覧
に
供
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

一
般
国
道

四
四
四
号

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

小
城
市
芦
刈
町
永
田
字
南
里
搦
二
八

三
八
番
一
地
先
か
ら

小
城
市
芦
刈
町
永
田
字
東
子
ノ
日
二

三
五
〇
番
四
地
先
ま
で

小
城
市
芦
刈
町
永
田
字
南
里
搦
二
八

三
八
番
一
地
先
か
ら

小
城
市
芦
刈
町
永
田
字
東
子
ノ
日
二

三
五
〇
番
四
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

 
一
三
・
六

  
〜　

一
二
・
三

九
・
六

〜　
八
・
五

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
八
九
・
六

一
八
九
・
八
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路 

線 

名

一
般
国
道

四
四
四
号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

小
城
市
芦
刈
町
永
田
字
南
里
搦
二
八
三
八
番
一
地
先
か
ら

小
城
市
芦
刈
町
永
田
字
東
子
ノ
日
二
三
五
〇
番
四
地
先
ま

で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
二
・
二
四

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

月
二
十
三
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦

覧
に
供
る
。 

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星
賀
港
港
湾
管
理
者

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

月
二
十
三
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
唐
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦

覧
に
供
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

肥
前
呼
子
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
長
倉
字
宿
ノ

内
一
四
九
〇
番
一
地
先
か
ら

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
諸
浦
字
浜
の

田
三
四
九
番
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

四
八
・
〇

  
〜　

一
〇
・
四

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
七
二
・
一

県
道

加
倉
仮
屋
港

線

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
長
倉
字
宿
ノ

内
一
四
九
〇
番
一
地
先
か
ら

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
諸
浦
字
浜
の

田
三
四
九
番
地
先
ま
で

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
長
倉
字
岩
崎

一
五
三
七
番
四
地
先
か
ら

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
新
田
字
大
新

田
一
五
五
三
番
一
地
先
ま
で

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
新
田
字
大
新

田
一
五
五
四
番
三
地
先
か
ら

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
新
田
字
大
新

田
一
五
八
七
番
一
地
先
ま
で

�
�
�
�
�
�

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
新
田
字
大
新

田
一
五
五
四
番
三
地
先
か
ら

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
新
田
字
大
新

田
一
五
八
七
番
一
地
先
ま
で

前前前

一
三
・
二

  
〜　

六
・
一 

二
七
・
四

  
〜　

一
三
・
〇 

　

二
八
・
六 

     
〜　

　

六
・
二

一
三
・
六

  
〜　

六
・
二

一
七
一
・
九

六
三
二
・
六

四
九
七
・
二

四
九
九
・
六

一　

竣
功
認
可
の
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
六
日

二　

竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

　

�　

名　

称　

佐
賀
県

　

�　

住　

所　

佐
賀
市
城
内
一
丁
目
一
番
五
十
九
号

　

�　

代
表
者
の
氏
名　

佐
賀
県
知
事　

古　
　

川　
　
　

康

三　

埋
立
区
域

�　

位
置　

唐
津
市
肥
前
町
星
賀
字
行
田
山
乙
五
八
四
番
一
、
乙
五
八
四
番
二
、
乙
五
八
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四
番
三
、
乙
五
八
五
番
一
、
乙
五
八
六
番
一
、
乙
五
九
〇
番
一
三
、
乙
五
九
〇

番
一
四
及
び
乙
五
九
〇
番
一
二
の
地
先
公
有
水
面
並
び
に
乙
五
九
一
番
三
に
接

す
る
護
岸
の
地
先
公
有
水
面

　

�　

区
域

ア　

Ａ
地
区　

次
の
①
の
地
点
か
ら
③
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
③
の
地
点

と
④
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
七
年
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
プ
ラ
ス
二
・
五

七
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
、
④
の
地
点
か

ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑥
の
地
点
を
結

ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点　

国
土
地
理
院
空
田
代
四
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
二
六
分
三
二
秒
、
東

経
一
二
九
度
四
八
分
一
六
秒
）
か
ら
二
七
五
度
五
二
分
五
七
秒
一
、
二
八

七
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
四
五
度
五
四
分
一
二
秒
一
三
三
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地

点

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら
一
三
五
度
五
四
分
一
二
秒
一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら
三
四
度
三
五
分
三
七
秒
三
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
三
一
五
度
五
四
分
一
二
秒
一
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
五
四
分
一
二
秒
一
三
六
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の

地
点

イ　

Ｂ
地
区　

次
の
⑦
の
地
点
か
ら
⑨
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
⑨
の
地
点

と
⑪
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
七
年
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
プ
ラ
ス
二
・
五

七
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
、
⑪
の
地
点
か

ら
⑬
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑦
の
地
点
と
⑬
の
地
点
を
結

ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

⑦
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
四
五
度
五
四
分
一
二
秒
八
七
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら
九
〇
度
五
四
分
一
二
秒
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら
一
三
五
度
五
四
分
一
二
秒
四
二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の

地
点

⑩
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら
二
五
度
四
一
分
三
五
秒
三
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら
三
三
四
度
三
〇
分
〇
〇
秒
一
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点

⑫
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら
三
一
五
度
五
四
分
一
二
秒
二
七
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の

地
点

⑬
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら
〇
度
五
四
分
一
二
秒
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

�　

面
積　

一
、
八
四
八
・
六
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　

�　

年
月
日　

平
成
八
年
四
月
十
九
日

　

�　

番
号　

佐
賀
県
指
令
八
港
第
一
号

五　

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村
名　

唐
津
市

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�



　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

星
賀
港
港
湾
管
理
者

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

竣
功
認
可
の
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
六
日

二　

竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

　

�　

名　

称　

唐
津
市

　

�　

住　

所　

唐
津
市
西
城
内
一
番
一
号

　

�　

代
表
者
の
氏
名　

唐
津
市
長　

坂
井　

俊
之

三　

埋
立
区
域
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�　

位
置　

唐
津
市
肥
前
町
星
賀
字
行
田
山
乙
五
八
四
番
一
、
乙
五
八
四
番
二
、
乙
五
八

四
番
三
、
乙
五
八
五
番
一
、
乙
五
八
六
番
一
、
乙
五
九
〇
番
一
三
、
乙
五
九
〇

番
一
四
及
び
乙
五
九
〇
番
一
二
の
地
先
公
有
水
面
並
び
に
乙
五
九
一
番
三
に
接

す
る
護
岸
の
地
先
公
有
水
面

　

�　

区
域

ア　

Ａ
地
区　

次
の
①
の
地
点
と
②
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
七
年
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・

Ｌ
プ
ラ
ス
二
・
五
七
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界

線
、
②
の
地
点
か
ら
⑧
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点

と
⑧
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点　

国
土
地
理
院
空
田
代
四
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
二
六
分
三
二
秒
、
東

経
一
二
九
度
四
八
分
一
六
秒
）
か
ら
二
七
五
度
一
二
分
四
四
秒
一
、
二
六

一
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
五
六
度
五
三
分
〇
四
秒
八
七
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら
三
一
五
度
五
四
分
一
二
秒
四
二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら
二
七
〇
度
五
四
分
一
二
秒
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
五
四
分
一
二
秒
八
七
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら
一
四
〇
度
三
八
分
〇
四
秒
一
五
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地

点

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら
二
三
〇
度
三
八
分
〇
四
秒
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら
一
四
〇
度
三
八
分
〇
四
秒
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

イ　

Ｂ
地
区　

次
の
⑨
の
地
点
か
ら
⑪
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
⑪
の
地
点

と
⑫
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
七
年
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
プ
ラ
ス
二
・
五

七
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
、
⑫
の
地
点
と

⑬
の
地
点
を
結
ん
だ
線
及
び
⑨
の
地
点
と
⑬
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
区
域

⑨
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
四
五
度
五
四
分
一
二
秒
一
五
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら
一
八
〇
度
五
四
分
一
二
秒
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら
一
三
五
度
五
四
分
一
二
秒
二
七
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地

点

⑫
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら
四
度
四
八
分
〇
〇
秒
四
五
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら
三
一
五
度
五
四
分
一
二
秒
一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

�　

面
積　

三
、
四
五
〇
・
一
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　

�　

年
月
日　

平
成
八
年
四
月
十
九
日

　

�　

番
号　
　

佐
賀
県
指
令
八
港
第
二
号

五　

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村
名　

唐
津
市

��

��
�

�

　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
）
石
田
上
地
区
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
土
地

改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
８７
条
の
３
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８７
条

第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

　
な
お
、
利
害
関
係
人
で
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
佐
賀
県
知
事

に
対
し
て
書
面
に
よ
り
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
異
議
申
立
書
は
、
平
成
２１

　
年
４
月
９
日
ま
で
に
佐
賀
県
唐
津
農
林
事
務
所
（
郵
便
番
号
８４７
-００５６

 唐
津
市
坊
主
町

４３３
番
地
１
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
２４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
）
石
田
上
地
区
の
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計

画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
の
期
間
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県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
）
加
部
良
地
区
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
土
地

改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
８７
条
の
３
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８７
条

第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

　
な
お
、
利
害
関
係
人
で
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
佐
賀
県
知
事

に
対
し
て
書
面
に
よ
り
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
異
議
申
立
書
は
、
平
成
２１

　
年
４
月
９
日
ま
で
に
佐
賀
県
唐
津
農
林
事
務
所
（
郵
便
番
号
８４７
-００５６

 唐
津
市
坊
主
町

４３３
番
地
１
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
２４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
）
加
部
良
地
区
の
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計

画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
の
期
間

　
　
平
成
２１
年
２
月
２５
日
か
ら
平
成
２１
年
３
月
２５
日
ま
で

３
　
縦
覧
の
場
所

　
　
玄
海
町
役
場

　
　
平
成
２１
年
２
月
２５
日
か
ら
平
成
２１
年
３
月
２５
日
ま
で

３
　
縦
覧
の
場
所

　
　
玄
海
町
役
場

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
）
長
尾
第
１
地
区
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
土

地
改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
８７
条
の
３
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８７

条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

　
な
お
、
利
害
関
係
人
で
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
佐
賀
県
知
事

に
対
し
て
書
面
に
よ
り
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
異
議
申
立
書
は
、
平
成
２１

　
年
４
月
９
日
ま
で
に
佐
賀
県
唐
津
農
林
事
務
所
（
郵
便
番
号
８４７
-００５６

 唐
津
市
坊
主
町

４３３
番
地
１
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
２４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
）
長
尾
第
１
地
区
の
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業

計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
の
期
間

　
　
平
成
２１
年
２
月
２５
日
か
ら
平
成
２１
年
３
月
２５
日
ま
で

３
　
縦
覧
の
場
所

　
　
唐
津
市
役
所

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
）
大
谷
地
区
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
土
地
改

良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
８７
条
の
３
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８７
条
第

５
項
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

　
な
お
、
利
害
関
係
人
で
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
佐
賀
県
知
事

に
対
し
て
書
面
に
よ
り
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
異
議
申
立
書
は
、
平
成
２１

　
年
４
月
９
日
ま
で
に
佐
賀
県
唐
津
農
林
事
務
所
（
郵
便
番
号
８４７
-００５６

 唐
津
市
坊
主
町

４３３
番
地
１
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
２４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
）
大
谷
地
区
の
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画

書
の
写
し

２
　
縦
覧
の
期
間

　
　
平
成
２１
年
２
月
２５
日
か
ら
平
成
２１
年
３
月
２５
日
ま
で

３
　
縦
覧
の
場
所

　
　
唐
津
市
役
所
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県
営
土
地
改
良
事
業
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
）
相
知
地
区
伊
岐
佐
下
換
地
区
の
換
地
計

画
に
基
づ
き
、
平
成
２１
年
２
月
５
日
同
換
地
区
の
換
地
処
分
を
行
っ
た
の
で
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）第
８９
条
の
２
第
１０
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５４
条
第
４
項

の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
２４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康
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